
 

すみれこども園で、未就園児の一時的な保育を行っています（ご案内） 

保護者が病気や冠婚葬祭で一時的に子どもの保育ができないとき、地域行事やボランティアへ参加す

るとき、リフレッシュをしたいときなどに利用できます。 

【対象者】 

南部町在住の生後 6 ヶ月児から就学前の未就園児 

※ 年齢は利用希望日の属する月の１日時点の年齢です。 

例：11 月 1 日生まれの場合：5 月 1 日から利用可能。 

  11 月 20 日生まれの場合：6 月 1 日から利用可能。 

※ 離乳食が完了していない児童は、給食の提供は出来ません。 

また、病気等により集団保育できない児童は預かることができません。 

※ 保護者の里帰り出産により、一時的に保育が必要となる児童については、保護者の出産予定日から起

算して 60 日前の日から、出産日から起算して 60 日後の日の間まで利用できます。  

 

【利用日数】 

状況 利用可能日数 

①保護者の就労や病気、出産、家族の介護・看護、冠婚葬祭、学校・地域行事

やボランティアへの参加等で一時的に保育に欠ける児童を預かる場合 

②保護者の育児の負担を軽減するため、一時的に児童を預かる場合 

週３回以内 

※ ただし、町長が特別に必要があると認めた場合はこの限りではありません。 

 

【登録方法】 

１．「一時保育利用登録申請書」を記入し、子育て支援課（健康管理センターすこやか内）にお申し込み

ください。アレルギー等がある場合は必ず記入をお願いします。 

２．すみれこども園で簡単な面談を行います。面談日までに健康診断（利用者負担）を受け、健康診断書

を面談日にご持参ください。 

３．利用登録が可能な場合は「一時保育登録通知書」をお送りします。 

 

【利用方法】 

１．利用登録を済まされた方からご予約いただけます。 

２．利用希望日の前月２５日午前９時３０分より申し込みを開始します。申し込みは南部町 LINE 公式 

アカウント「テノヒラ役場」から行ってください。 

３．利用当日、「一時保育利用申込書」を記入して、必要な持ち物を用意してお子さんと一緒にすみれこ 

ども園へお越しください。 

４．料金は、後日送付される納付書を使って金融機関でお支払いください。 

５．１日の受け入れ人数はお子さんの年齢に応じて調整します。予約の確定については、後日「テノヒラ 

役場」よりお知らせが届きます。 

すみれこども園の状況によっては利用できない場合がありますのでご了承ください。 

※ 前回の利用から１０か月以上期間が空いている場合は、再度健康診断書の提出をお願いする場合があ

ります。 

 

【保育日と保育時間】 

平 日 ８時３０分～１７時までの必要な時間 

すみれこども園 



※ 土曜、日曜、祝日、盆、年末年始の一時保育は行っていません。１７時以降の利用はできません。 

【料 金】 

利用時間 利用区分 
利用者負担額（１回あたり） 

3歳未満児 ３歳以上児 

一日 

（8 時 30 分～17 時） 

給食あり   ２，２５０円 １，２５０円 

給食なし ２，０００円 １，０００円 

半日（午前） 

（8 時 30 分～12 時 30 分） 

給食あり     １，２５０円      ７５０円 

給食なし １，０００円 ５００円 

半日（午後） 

（13 時～17 時） 

 
１，０００円 ５００円 

短時間保育 

（9：00～17：00 の間で最大３時間） 

※1 歳未満児は 9 時～12 時のみ 

 ３００円／時間 ４００円 

 

【当日持参していただくもの】 

 

【利用当日のご注意】 

・保育中の体調変化や発熱の場合は、お迎えをお願いする場合があります。 

【利用をキャンセルする場合】 

・予約のキャンセルは「テノヒラ役場」より行ってください。なお、利用日の３日前～当日 

のキャンセルは直接すみれこども園へ電話（0859-66-2040）連絡をお願いします。電話での連絡は、 

園開所日の８時３０分~１６時（当日のキャンセルは朝８時まで）にお願いします。 

・連絡なしで利用をされなかった場合は、次回以降の利用を制限させていただく場合があります。 

０歳児 

・ 着替え（肌シャツ、ズボン、上着、汚れ物を入れるポリ袋） 
・ 帽子 
・ ハンドタオル２枚 
・ オムツ 
・ おしりふき 
・ 昼寝用のふとん 

１、２歳児 

・ 着替え（パンツ、ズボン、上着、汚れ物を入れるポリ袋） 
・ 帽子 
・ ハンドタオル（口拭き用）３枚） 
・ エプロン（食事おやつ用 ３枚） 
・ オムツ（家庭で使用している場合） 
・ 弁当（一日または午前で給食を利用しない場合） 
・ 昼寝用のふとん（一日または午後の場合） 
・ 歯ブラシ（給食を利用する場合）、コップ 

３歳以上児 

・ 着替え（パンツ、ズボン、上着、汚れ物を入れるポリ袋） 
・ 帽子 
・ オムツ（家庭で使用している場合） 
・ はし 
・ 弁当（一日または午前で給食を利用しない場合） 
・ コップ、歯ブラシ 
・ 昼寝用のふとん（一日または午後の場合） 

問い合わせ先   

子育て支援課 TEL（０８５９）６６－５５２５ 

 


